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総住民数 170,696 人 

ブラジル人  3,607 人 
 

2015 年 7 月末日

 磐田市 

磐田市イメージキャラクター 

◆◇◆ 磐田市では「心と心の通い合うまち」を進めています ◆◇◆

広報いわた 9 月号（日本語訳） 

ポルトガル語版 

子育て世帯臨時特例給付金を支給します 

次の方に子育て世帯臨時特例給付金を支給します。 
支給対象者 ： ９月末日までに申請手続きを済まされた方のうち支給要件を満たしている方 

（※児童手当の所得制限限度額を超えた方には支給されません） 
支給日   ： １０月９日（金） 
支給額   ： 支給対象児童１人につき３，０００円 
支給方法  ： 指定口座へ振り込み（支給日の午後４時以降に入金をご確認ください。 
その他   ： 申請手続きを済まされた方には、審査結果通知書を送付します。 

書類不備により９月末日までに申請手続きが済んでいない方は手続き 
が済んだ後、送付される審査結果通知書にて振込日等をご確認ください。 

問い合わせ先 子育て支援課  TＥＬ：0538－37-4896 ／ ＦＡＸ：0538－37-4631 

こども医療費受給者証を更新します 

現在ご使用のこども医療費受給者証の有効期限は、9 月

30 日（水）です。該当する方には、10 月 1 日（木）

から使用できる新しい「こども医療費受給者証」（うす 

だいだい色）を 9 月末日までに郵送します。 

問い合わせ先 
子育て支援課 
ＴＥＬ：0538－37-4896    
ＦＡＸ：0538－37-4631   

１０月は児童手当支給の月 

受給者の方に、次のとおり児童手当を支給します。 

支 給 日 ：１０月９日（金） 

支給該当月：児童手当６月～９月分 

支 給 方 法：指定口座へ振り込み（支給日の午後４時 

以降に入金をご確認ください。） 

問い合わせ先 
子育て支援課 
ＴＥＬ：0538－37－4896   
ＦＡＸ：0538－37－4631  

 

2015 年 9 月 15 日発行

マイナンバーが通知されます！ 

平成 27 年 10 月、住民票を有するすべての方に、ひとり 1 つ１２桁の個人番号（マイナンバー）が割り振られ、

「通知カード」という形で通知されます。 

１．通知カードとは？ 

  通知カードとは、個人番号（マイナンバー）をお知らせする紙製のカードで、平成 27 年 10 月以降、地方公共

団体情報システム機構という総務省の関係団体から、世帯ごとに簡易書留による封書で、住民票の住所地に送付さ

れます。 

 通知カードには、個人番号（マイナンバー）・氏名・住所・生年月日・性別が記載されます。 

ＩＣチップや顔写真はありません。通知カードは、各種手続きで必要となりますので、紛失し 

ないよう大切に保管してください。 

２．通知カードの到着時期について 

 平成 27 年 10 月以降、順次発送されることになっていますが、国全体で約 5,000 万通と非常に多いうえに簡

易書留郵便による配達のため、皆様のお手元に届くまでには時間が掛かり、10 月末から年内、場合によっては年

明けとなる可能性があります。 

３．公的個人認証サービスの注意点について 

 主に確定申告などの e-Tax で使用されている、住民基本台帳カードによる公的個人認証サービスについては、
磐田市ホームページをご覧ください。 

４．証明発行業務の停止について 

  平成 27 年 10 月 5 日(月)のマイナンバー法の施行に伴い、市役所内のシステム更新を行いますので、10 月 3

日(土)・4 日(日)の文化振興センターにおける住民票発行業務を停止させていただきます。ご迷惑をおかけします

が、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

※制度に関する詳しい情報は、磐田市ホームページをご覧ください。

http://www.city.iwata.shizuoka.jp/shisei/myno/seido.php 

問い合わせ先 市民課  TＥＬ：0538－３７－４８１６ ／ ＦＡＸ：0538－３７－2871 

 

☆いわたホッとライン：携帯電話やパソコンなどでポルトガル語の情報を受け取りましょう！☆
磐田市からのお知らせや、救急医療機関・イベント情報を配信するシステムです。 
登録手順は、こちらをご覧ください http://www.city.iwata.shizuoka.jp/port/guia/hotline.html 
◆問い合わせ：市民活動推進課 ℡：0538－37－4710 ／ FAX：0538－37－5034 
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一日白杖歩行体験教室参加者募集 

と き：１１月１４日（土）午前１０時～午後３時 

ところ：i プラザ２階ふれあい交流室３ 

対 象：視覚障害者及びその家族 

内 容：静岡県中途視覚障害者生活訓練事業として、弱視者・中途視覚障害者向けに行う白杖歩行体験教室です。

専門職の歩行訓練士から、ご家族の方も一緒に手引きの指導を受けられます。 

定 員：１０名（先着順） 無料 

持ち物：白杖（貸し出し用の白杖を用意できます。）、動きやすい服装、昼食 

申込 ：１０月１日（木）から１０月３０日（金）までの間に、電話か FAX で直接申し込んでください。 

問い合わせ先 視覚サポートなごみ ＴＥＬ：054－266－6314 ／ ＦＡＸ：054－266－6324 

 

学区外就学制度のお知らせ 

学区外就学 

通学距離や安全面から、指定校以外の学校に就学を希望することができる制度です。大規模校や余裕教室が不足し

ている学校などは受入対象外です。 

 対象／来年度に小・中学校への入学を予定している児童・生徒  

 条件など／①希望校までの通学路が、指定校よりも短く安全に通うことができること  

②保護者の責任のもと、自力での登下校ができること 

③学区外就学が認められた場合は、原則、卒業までその学校に通学すること 

④認められた学校のきまりを守ること、教育活動に最大限の協力をすること 

⑤受入定員を超えた場合は、公開抽選で決定します。  

 申請／ 10 月 5 日(月)～ 11 月 6 日(金)に、学校教育課（西庁舎 3 階）にある申請用紙に必要事項を記入の上、

指定校・希望校への距離を明示した地図を添付し、直接学校教育課へ持参する。 

●受入対象校および受入可能人数 

小学校 

  学校名 人数 
小 

学 

校 

磐田北・磐田西・磐田南・向笠・長野・田原・豊浜・竜洋東・竜洋西・豊岡北・豊田北部 3 人程度 

磐田中部・岩田・竜洋北・豊田南・豊田東 10 人程度

大藤・福田・青城・豊岡南 20 人程度

中 

学 

校 

磐田第一・城山・神明・豊田南 3 人程度 

南部・福田・竜洋・豊田・豊岡 10 人程度

向陽 20 人程度

※東部小、富士見小は受入なし 

問い合わせ先 学校教育課  TＥＬ：0538－37-2760 ／ ＦＡＸ：0538－36-3205 

◆◇◆ １０月１日に新しい竜洋体育センターが開館します ◆◇◆ 

文化体験「もちつき」参加者募集 

と き：１０月２５日（日） 

１１：００～１４：００ 

ところ：福田農村環境改善センター 

内 容：もちつき体験 

定 員：４０人（先着） 

参加費：小学生以上５００円 

申 込：磐田国際交流協会まで電話・FAX・Ｅメー

ルでお申し込みください。 

問い合わせ先 

磐田国際交流協会 
ＴＥＬ：0538－37－4988  
ＦＡＸ：0538－34－2496 
Ｅメール：ice@iwataice.jp 

市営住宅の入居者を募集 

 

 

 

 

 

受付期間／9 月 28 日(月)～10 月 2 日(金)  

申込／直接、建築住宅課（西庁舎 2 階）へ。応募資格や提

出書類など、詳しくはお問い合わせください。 

問い合わせ先 
建築住宅課  
ＴＥＬ：0538－37－4851 
ＦＡＸ：0538－33－2050 

募集団地 部屋タイプ 戸数 応募可能な世帯人数

二番町団地 3DK 1 ２人以上 

竜洋豊岡団地 １ＬDK 1 １人以上 

再開発住宅 １ＬDK 1 １人以上 
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◆◇◆ 平成２８年度入学予定のお子さんを対象とした就学時健康診断実施通知が送付されます、確認を。 ◆

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ 

対 象 者／接種日当日、磐田市に住民登録のある方で、 

①接種日当日に 65 歳以上の方 
②接種日当日に 60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫
不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方(疾患が身体障害１級相当の方)※②の場合、主治医以外
で接種する場合は、主治医の診断書が必要です。 

接種回数／1 回 
実施期間／平成 27 年 10 月 1 日(木)から平成 28 年 3 月 31 日(木)まで 
持 ち 物／健康保険証 

または後期高齢者被保険証(所持者のみ) 
自己負担金／1,000 円※生活保護世帯の方は無料になりますので、接種前に必ず健康増進課へご連絡ください。 
その他／・予診票(問診票)は協力医療機関にあります 

・予約が必要な医療機関もありますので、事前にご確認ください 
・協力医療機関は、市ホームページをご覧になるか、担当課へお問い合わせください 

問い合わせ先 健康増進課  TＥＬ：0538－37－2011 ／  ＦＡＸ：0538－35－4586 

平成 28 年度 保育園・幼稚園・認定こども園等の入園児を募集します 

公・私立保育園、認定こども園(保育園枠)、小規模保育所、事業所内保育所（地域枠）の申込み 

入園基準：下記の（１）～（４）に該当する家庭 

     （１）父母が労働することを常態としている家庭 ※就労を希望している場合も可 

     （２）母親が産前・産後の家庭 ※出産予定日が平成２８年２月～６月 

     （３）父母が病気や負傷、または精神や身体の障害のため、子供の保育を必要とする家庭 

     （４）長期にわたり病人（同居の親族）を常時介護している家庭 

申込時期：10/5(月)～11/13(金) ※土・日・祝日除く 8：30～17：15 

申込書類：幼稚園保育園課、各支所市民生活課 

市民福祉グル－プで 10/1(木)から配付 

提出方法：必要書類を添えて、幼稚園保育園課、各支 

所市民生活課市民福祉グル－プへ提出して 

ください 

※今回の申込みは、来年 4 月から入園を希 

望する方が対象です。来年 5 月以降の入 

園を希望する方は、希望月の 3 ヵ月前の 

末日までにお申し込みください 

選考方法：世帯の状況や、保育を必要とする理由等を 

考慮し、緊急度の高い方からの入園となり 

ます。結果は、申込み者全員に来年 1 月 

末に通知する予定です。希望園に入園できない場合もありますので、ご了承ください。 

公立幼稚園、認定こども園(幼稚園枠)  

対 象：満 3 歳～満 5 歳児※Ｈ22.4.2～Ｈ25.4.1 生まれの子 

一次募集：9/29(火)～10/14(水) ※土・日曜、祝日及び休園日を除く 

従来通り通園区での募集です。富士見小学区の通園区は磐田北幼稚園です。福田地区は、福田こども園

又は福田中幼稚園のどちらかを選択してください。竜洋地区は、地区全体が竜洋幼稚園の通園区となり

ます。 

二次募集：10/26(月)～11/5(木)  

※土・日曜、祝日及び休園日を除く。一次募集後に空きのある園・学年について市内全域から選択でき

ます。 

申込書類：9/24(木)から各幼稚園で配布します。 

提出方法：一次募集･･･必要書類を添えて、居住している通園区の幼稚園に直接提出して下さい。 

     二次募集･･･必要書類を添えて、通園を希望する幼稚園に直接提出して下さい。 

※募集人数が定員を超えた場合は、抽選により他の幼稚園へ入園していただくことがあります。 

問い合わせ先 幼稚園保育園課  TＥＬ：0538－37－4858 ／ ＦＡＸ：0538－37－4631 

園   名 対 象 

磐田北、二之宮、竜洋西、竜洋北、豊田西、豊田

南第３、龍の子 

H22.4.2～

H27.5.1 生 

豊田北、竜洋東、福田こども（保育園枠） H22.4.2～

H27.10.1 生 

こうのとり、いずみ、いずみ第二、いずみ第三、

西貝、こうのとり東、中泉、みなみしま、豊田み

なみ、とみがおか、こうのとり豊田、ひまわり、

広瀬、風の森、 

H22.4.2 以降に生

まれた乳幼児 

豊岡こども（保育園枠）、大藤こども（保育園枠) H22.4.2～

H25.4.1 生 

あいむ、にじいろ H25.4.2 以降に生

まれた乳幼児 
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4（日） 北島歯科医院 磐田市安久路 2-22-35 37-1011 

11（日） 桑原歯科医院 磐田市見付 5889-2 36-1000 

18（日） 磐田市立総合病院歯科口腔外科 磐田市大久保 512-3 38-5000 

25（日） 小林歯科医院 磐田市見付 5823-7 32-2552 

★休日救急歯科診療は医師の都合などで変更することがあります。 

確認は、磐田消防署ダイヤル医療情報 0538-37-0124 へ。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日曜・祝日・年末年始 毎 日 

診療時間 
9:00～12:00 

14:00～17:00 
19:30～22:30 

診療科目 内科・小児科・外科 
内科・小児科 

★夜間の外科診療はできません 

地域連携小児休日診療 

夜間・休日急患診療 ★急患センターでの診療は急で比較的軽い症状の受診になります。

担当医師：鈴木東洋 

◆と き：10 月 25 日（日）10:00～12:00 

◆ところ：磐田市立総合病院（大久保 512-3） ℡：0538-38-5000 

発行：磐田市役所 市民活動推進課 協働・共生社会推進グループ〔TEL：0538－37－4710〕 

広報広聴課                〔TEL：0538－37－4827〕 

〒438－8650 磐田市国府台 3－1 

★磐田市役所のいろいろな取り組みのひとつとして、広報いわたを通じて、日常生活に必要な情報を 
ポルトガル語で提供しています（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでもご覧になれます：http://www.city.iwata.shizuoka.jp/） 
広報をよりよくしていくために、みなさまの声をお聞かせください：shimin-katsudo@city.iwata.lg.jp  

10 月の休日救急歯科診 ◆診療時間／9:00～12:00 
※上記の時間以外は、磐田市立総合病院へ 

◆ところ：磐田市急患センター（上大之郷 51） ℡: 0538-32-5267 

結核・肺がん・大腸がん検診（磐田地区） 

対  象：磐田市に住所を有する本年度４０歳以上になられる方 
受診費用：胸部レントゲン撮影（結核・肺がん検診）無料、喀痰検査希望者 700 円(但し、受診日の年齢が７５歳以上の方

は 500 円)、大腸がん検診（検便）希望者 500 円                 ◎磐田地区巡回日程表

日時 会場 時間 日時 会場 時間

9 月 28 日 
（月） 

中央図書館  9:00－10:30 10 月 14 日
（水） 

富士見町観音堂 9:00－11:30

大藤３区公会堂 11:00－12:00 東貝塚公会堂 13:00－13:30

岩田交流センター 13:30－14:30 東大久保公会堂 14:00－15:00

匂坂中下公会堂 15:00－16:00 10 月 15 日
（木） 

長野交流センター 9:00－10:00

9 月 29 日 
（火） 

鮫島公民館  9:30－10:00 千手堂公民館 10:30－11:30

草崎公会堂 10:30－11:30 西坂会館 13:00－14:30

前野公会堂東倉庫広場 13:00－14:00
10 月 16 日

（金） 

緑ケ丘公会堂 9:00－9:30

天竜公会堂 14:30－15:00 向笠交流センター 10:00－11:30

9 月 30 日 
（水） 

南御厨交流センター 9:00－10:30 新屋原公会堂 13:00－13:30

御厨交流センター 11:00－11:30 ｹｱﾊｳｽ花みずき駐車場 14:00－15:00

中大原公会堂 13:30－14:30 10 月 19 日
（月） 

文化振興センター 10:00－11:30

豊島公会堂 15:00－16:00 磐田市急患センター 13:00－14:00

10 月 1 日 
(木) 

下大之郷公民館 9:00－10:00 長野交流センター 14:30－15:00

二之宮宮本公会堂 10:30－11:30 10 月 20 日
（火） 

今之浦記念館 13:30－14:30

中泉交流センター 13:00－15:00 美登里町集会所 15:00－16:00 
10 月 2 日 

（金） 
大藤１０区公会堂 14:00－14:30

大藤交流センター 15:00－15:30
10 月 21 日

（水） 

i プラザ北側駐車場 9:00－10:30

10 月 6 日 
（火） 

元宮町公会堂 13:30－14:00 御殿あおい会館 11:00－12:00

元天神町公会堂 14:30－15:00 西貝交流センター 13:30－14:30

見付交流センター 15:30－18:00 城之崎公会堂 15:00－16:00

10 月 13 日 
（火） 

中泉交流センター 9:00－10:00
10 月 22 日

（木） 

西島公会堂 9:00－10:00

i プラザ北側駐車場 10:30－11:30 田原交流センター 10:30－11:30

i プラザ北側駐車場 13:30－14:30 見付交流センター 13:00－15:00 
 

問い合わせ先 健康増進課  TＥＬ：0538－37-2013 ／ FAX：0538－35-4586 


